
■セミナー内容　●第一部　13：00～14：00　司法書士　世古　英樹氏
　　　　　　　　　　　「もしも会社の従業員の給料が差し押さえられたら!?」
　　　　　　　　●第二部　14：30～15：30　社会保険労務士　北原　勉氏
　　　　　　　　　　　「65歳雇用時代の再雇用における賃金決定のポイント」
　　　　　　　　●第三部　16：00～17：00　税理士　宮﨑　邦弘氏
　　　　　　　　　　　「知らないと損する?！ 所得税の確定申告」
　　　　　　　※各部とも講演後、相談会を実施いたします。ご希望の方はお申し込みの際ご予約ください。

■開催場所　アーバン・オフィス天神　B会議室
　　　　　　　福岡市中央区天神1丁目3番38号　天神１２１ビル　１３階
■申込方法　平成25年２月15日までにメール・FAXまたはFcaebookページにてお申込ください。
　　　　　　e-mail：　info@smaken.jp　　FAX：092-761-8758
■参加料　　１,000円
　　　　　　※お申し込みの際、ご希望の部にチェックをお願いいたします。
　　　　　　※複数聴講をご希望の場合でも、参加費は同額となります。
■募集人数　各定員30名　※複数希望も可　　■お問合せ：092-761-8005（スマイル検索隊：猿渡まで）

法律のプロ達が解決のお手伝い！法律・手続きお困り解決サイト
株式会社スマイル検索隊　スマイル・サムライ・プロジェクト（士業特集）企画

第1回 スマイルサムライセミナー開催のご案内
平成25年２月18日（月）

企業の経営者にとって従業員のトラブルは、当の従業員のみならず会社全体の運営にも影響して大きな問題となってしまいま
す。近年よくある従業員のトラブルの中で、特に会社の対応としての相談が多くみられる「従業員の給料差押え」の場合に会
社がどの様に対応すべきかをわかりやすく解説いたします。
（1）給料債権差押手続きの流れ                   （2）従業員の給料が第三者に差し押さえられる場合とは
（3）社長・会社は当該従業員とどう接するべきか？

改正高齢者雇用安定法が成立し、今年４月より「65歳までの雇用」が義務化になります。
今回の改正は、60歳から年金がもらえない「無年金期間」への対応として導入されたもので、年金が支給されることを前提
とした制度から、職務内容を考慮した納得性や満足度がより高い制度への見直しが各企業の課題となると思います。再雇用
時の賃金制度はどのような制度が良いのか等、制度を検討する際のポイントを紹介していきます。 （1）６０歳以降の賃金
制度を職務給へ  （2）雇用継続給付や年金を考慮した賃金設定の方法 （3）無年金期間の賃金はどの様に決定するか？

今年も所得税の確定申告の受付が行われていますが、皆さんもう準備はお済ですか？確定申告の際、本当は受けられるはずの
様々な控除などを知らずに損している事は意外と多いのです。今セミナーでは下記のポイントに絞ってわかりやすく解説いた
します。（1）所得税の仕組み（2）確定申告が必要な人は？（3）サラリーマンの確定申告（4）医療費控除（5）災害にあった
ときは（昨年の水害）（6）年金と税（7）金融資産と税（8）確定申告が間違っていたときは（9）税金に不服があるときは

お申込書（必要事項をご記入後FAXにて送信ください。）FAX：092-761-8758

講師のプロフィール等、詳しくはFacebookページでご確認ください。

参加希望
芳名・貴社名
御住所・所在地
TEL／FAX

相談予約希望 相談内容

〒
TEL FAX

有・無

平成25年２月４日

向春の候、皆様方におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
弊社運営のポータルサイト「スマイル検索隊」では、この度新特集として「スマイル・サムライ・プロジェクト」
を企画いたしました。その一環として士業様を講師としてお招きし、セミナーを実施いたします。
タイムリーな法律問題から生活に役立つ情報まで、様々なテーマで実施していきますので、皆様お誘い合わせの上
お気軽にご参加ください。

スマイル検索隊　Facebook 検索

詳しくはこちら

●第二部　「65歳雇用時代の再雇用における賃金決定のポイント」社会保険労務士　北原勉氏

●第三部　「知らないと損する？！所得税の確定申告」税理士　宮﨑邦弘氏

●第一部　「もしも会社の従業員の給料が差し押さえられたら!?」司法書士　世古英樹氏

□第一回　スマイルサムライセミナー（2013/2/18開催）


